
 

 

宅内排水設備工事について 
 

公共下水道工事が完了後、下水道を利用することが可能となります。（供用開始） 

下水道を利用するためには、｢宅内排水設備工事｣が必要です。工事は排水設備工事指定店へ 

ご相談ください。（工事に関する手続きは、下水道排水設備工事責任技術者が代行します。融資 

あっ旋申請手続きは、申請者ご本人で行います。） 

※町排水設備工事指定店一覧は、資料の最後に添付しています。 

 

宅内排水設備工事の手続きについて 
 

供用開始後、すぐ町登録の排水設備工事指定店に相談し概算見積をもらいます。（無料） 

融資を必要とする場合 

融資申請書類審査 

水道課（上下水道総務係） 

で融資あっ旋申請書を 

入手します。 

概算見積を参考に、資金計画を立てましょう。（実際の工事は、後日でも構いません） 

自己資金で行う場合 

指定店と具体的な排水設備工事の計画を立てます。（将来も考慮して計画しましょう） 

融資あっ旋申請書を 

水道課へ提出します。 

指定店が、排水設備工事計画確認申請を行います。（手続き代行） 

工事計画審査 

受理 承認 

融資あっ旋内示 

着 工 ～ 竣 工（指定店により完成届

出） 

完成届提出 

見積額による 

融資あっ旋申請額 

精算額による 

最終申請額 

町による排水設備完成検査 

融資用 

検査合格証 あっ旋決定通知 

指定金融機関へ融資申込・契約 

下水道使用開始 

金融機関から指定店（施工業者）へ工事費振込 


